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飯能市入札監視委員会条例 

平成２６年３月２５日 

条例第４号 

（設置） 

第１条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法

律第１２７号）の趣旨にのっとり、市が発注する建設工事（以下「建設工事」

という。）の入札及び契約の適正化を図るため、飯能市入札監視委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 建設工事の入札及び契約手続の運用状況に関すること。 

（２） 建設工事の入札及び契約に係る苦情に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３人をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者のうちから市長が任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

４ 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係する事項を審議する場合
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には、議事に加わることができない。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出

席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、企画総務部契約検査課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


